キミテラス　広告掲載基準

株式会社Rebounder

1. 本基準の目的
本基準は、株式会社Rebounder（以下「当社」といいます）が提供する教育機関向けデジタルサイネージ「キミテラス」における広告掲載の可否、および表現の基準を定めるものです。
視聴者が未成年（主に高校生・高専生）であり、配信場所が教育現場であるという特殊性を鑑み、生徒の健全な育成を妨げず、かつ導入校の教育方針を尊重することを目的とします。

2. 広告商材の3段階カテゴライズ
商材およびサービス内容に基づき、以下の3段階で掲載可否を判断します。

① 掲載不可（全面NG）
以下に該当する広告については、いかなる場合も掲載を認めません。
· 法令に違反するもの
· 公序良俗に反するもの
· 他者の権利を侵害し、または名誉を毀損するもの
· 成人向けコンテンツ（アダルトコンテンツ、出会い系サービス、マッチングアプリ）に関するもの
· パチンコ、競馬、競艇、競輪その他ギャンブル、アルコール飲料及び喫煙具（電子タバコ含む）に関するもの
· 金融・投資商品（消費者金融、カードローン、暗号資産、情報商材など）に関するもの
· 宗教の勧誘、特定の政党や政治的テーマに関するもの
· 「まだ〇〇やってないの？」「太っているとモテない」など、生徒の不安や劣等感を不当に煽る表現を含むもの
· 「絶対に儲かる」「今すぐクリックしないと損」など、射幸心を過度に刺激するもの
· ダークパターン（ユーザーの意図しない商品購入、契約又は個人情報の提供をさせる設計）を含むもの
· 未成年にふさわしくないと当社が判断する、過度に性的又は過激な暴力表現を含むもの
· 「〇〇高校の先生もおすすめ！」など、学校や教員が公式に推奨していると誤認させる表現を含むもの（ただし、推奨が事実である場合を除く）

② 学校承認（要確認）
一律で排除はしないが、学校ごとの校則や教育方針によって許容度が異なるため、導入校の事前承認を必須とする商材。
· アルバイト求人：校則でアルバイトが禁止されている学校があるため。
· エンタメ・娯楽：ゲームアプリ、漫画、映画、カラオケ、テーマパークなど
· 美容・コンプレックス商材：コスメ、脱毛、ダイエット食品など
· イベント・ライブ: 音楽フェスや地域イベントなど。

③ 推奨（積極的受け入れ）
生徒の進路選択や学習、将来のキャリア形成に有益であり、積極的に掲載を受け入れる商材。
· 進路・学習に関するもの：大学・専門学校のオープンキャンパス案内、合同説明会、学習塾、資格取得アプリ、留学案内。
· キャリア・企業PR: 地元企業や優良企業による「会社の取り組み紹介」、将来の採用を見据えた企業ブランディング（インターンシップ告知など）。
· 社会課題・公共: 自治体からのお知らせ、SDGsに関する啓発、交通安全などの公共メッセージ。

3. 本基準の改定
当社は、当社の判断により本基準を改定することができます。また、当社の広告掲載判断は最新の本基準により行われます。
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